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２　共通事項

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

（２）受託者の義務

（３）経営管理権の対象とする森林

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

（５）租税公課の負担

（６）経営管理権の設定等の条件

（７）森林への立入り及び施設の利用等

（８）甲への通知

（９）森林施業による測量の実施

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより木材の生産及び木材の販売（以下「木材生産
等」という。）を実施し、木材の販売による収入（以下「販売収入」という。）を収受するとともに、販売収入と補助金から木材生産等に要する経費を控除した収益をもと
に、甲に還元するものとする。

　乙が経営管理実施権配分計画を定めることにより、経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」という。）は、甲に対して善管注意義務を負うものと
する。これにより、甲は、当該経営管理実施権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることができる。また、乙は、経営管理権集
積計画及び経営管理実施権配分計画に規定された権限の範囲内において、経営管理実施権者に対して監督責任を負うものとする。

　当該森林にある立木竹の権利は、甲に帰属する。

　経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。また、公告した経営管理権集積計画の
写しについて、甲に送付するものとする。なお、乙に設定された経営管理権は、公告した後に、当該森林の所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定めら
れた者を除く。）に対しても、その効力が持続されるものとする。

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

経営管理権集積計画に定めた経営管理権及び経営管理受益権（金銭の支払いを受ける権利）は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるものとする。

①　乙は、（１）、(９)、(10)、（15）に掲げる事項を実施するために必要な場合は、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定さ
れた路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）、(９)、(10)、（15）に掲げる事項を実施するために必要な場合は、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させること
ができる。この場合において、乙は、乙以外の者に当該設置された施設の維持管理を任せることができる。
③　乙は、当該森林の立木が第三者に対して損害を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ、第三者から立木の除去等を行いたい旨の申出がある場合には、第三者
が立木の除去等を行うことを認めることができる。

　当該森林について、甲への還元額（Ｄ）が生じた場合、経営管理実施権者が甲に対して、還元額の明細書を通知するものとする。

①　乙は、経営管理権集積計画について、甲からの同意を得た上で、測量を実施することとする。

②　乙は、測量を実施した成果を現地で把握できるように測量杭を打設し、位置情報（座標）を把握することで、森林施業の範囲の明確化に努めるものとする。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせていたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となった場合は、気象災等により被害が生じたことにより、

　(10)により復旧を行う場合を除いて、経営管理権集積計画から当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得なければならない。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めた経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

③　乙は、甲の所有する当該森林と隣接する森林所有者との合意形成の必要が生じた場合は、境界を明確化するための測量調査など必要な措置を講じるものとする。
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（10）森林保険

（11）災害等による経営及び管理の取り扱い

（12）損害賠償

（13）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

（14）甲の通知及び届出

（15）経営管理実施権配分計画の作成

（16）森林利用の制約

（17）その他

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わないものとする。

　経営管理権の存続期間が満了した場合において、甲と乙との間における金銭の受渡しは生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

①　気象災等により当該森林について被害が発生した場合、経営管理実施権者が森林保険の給付額の範囲内で復旧を行うこととする。

②　経営管理実施権者は、甲を被保険者として、当該森林についての森林保険を付保することとし、甲はこれを承諾する。なお、当該付保に関する諸手続は経営管理実施権
者がこれを行うものとする。

③　天災地変等の事由により保険事故が発生し、甲に支払われる保険金が受給される場合、甲は当該保険金の請求及び受領を経営管理実施権者に委任するものとし、経営管
理実施権者が復旧する用に供するために、当該保険金を復旧費用として適用することとする。

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になってしまった場合、経営管理実施権者は、当該事項の一部又は全部を実施しないこ
とができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

　乙は、経営管理実施権者が実施する森林施業に支障が生じない範囲内であれば、甲が森林を利用することを認めることができる。

　乙は、森林保全の観点から、第三者が当該森林に立ち入り、当該森林を無断に使用することが懸念される場合は、進入禁止の立て看板の設置等の必要な措置を講じるもの
とする。

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権集積計画を変
更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

①　乙は、経営管理権の設定を受けた森林について、経営管理権集積計画の内容に適合する範囲内において、甲の同意を要さずに、経営管理実施権配分計画を作成し、公告
することによって、乙が選定した林業経営者に当該森林の経営管理実施権を設定することができる。

②　乙は、経営管理実施権配分計画を公告する前に、経営管理実施権配分計画及び企画提案書の内容の写しを甲に送付するものとする。

③　経営管理実施権配分計画が定められた場合、当該森林の経営管理を受託した経営管理実施権者が責任を負い、甲は経営管理実施権者に義務履行を求めることができる。
また、乙は、経営管理実施権者に対して当該森林の経営管理の状況等について年１回の報告を受ける義務を負う。

④　経営管理実施権配分計画により設定された経営管理受益権に基づいて経営管理実施権者から甲に支払を受けたときは、甲は、経営管理権集積計画により設定された経営
管理受益権に基づいて、乙から支払を受けたものとみなす。

　甲は、当該森林を利用する際には、乙又は経営管理実施権者に事前に連絡しなければならない。
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